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参 照 条 文

○少年法（昭和２３年法律第１６８号）

（検察官の関与）

第２２条の２ 家庭裁判所は、第３条第１項第１号に掲げる少年に係る事件であつ

て、次に掲げる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に

検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出

席させることができる。

一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪

二 前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期２年以上の懲役若しく

は禁錮に当たる罪

２ 家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申出がある場合を除き、あら

かじめ、検察官の意見を聴かなければならない。

３ 検察官は、第１項の決定があつた事件において、その非行事実の認定に資する

ため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠

物を閲覧し及び謄写し、審判の手続（事件を終局させる決定の告知を含む。）に立

ち会い、少年及び証人その他の関係人に発問し、並びに意見を述べることができ

る。

（国選付添人）

第２２条の３ 家庭裁判所は、前条第１項の決定をした場合において、少年に弁護

士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。

２ 家庭裁判所は、第３条第１項第１号に掲げる少年に係る事件であつて前条第一

項各号に掲げる罪のもの又は第３条第１項第２号に掲げる少年に係る事件であつ

て前条第１項各号に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものについて、第１７条第

１項第２号の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合

において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護

士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付

することができる。

３ 前２項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定める

ところにより、選任するものとする。
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４ 前項（第２２条の５第４項において準用する場合を含む。）の規定により選任さ

れた付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

（死刑と無期刑の緩和）

第５１条 罪を犯すとき１８歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべき

ときは、無期刑を科する。

２ 罪を犯すとき１８歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきとき

であつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、そ

の刑は、１０年以上１５年以下において言い渡す。

（不定期刑）

第５２条 少年に対して長期３年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきと

きは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短

期が５年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を５年に短縮する。

２ 前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は５年、長期は１０年を

越えることはできない。

３ 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前２項の規定は、これを適用しない。

（仮釈放）

第５８条 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、次の期間を経

過した後、仮釈放をすることができる。

一 無期刑については７年

二 第５１条第２項の規定により言い渡した有期の刑については３年

三 第５２条第１項及び第２項の規定により言い渡した刑については、その刑の

短期の３分の１

２ 第５１条第１項の規定により無期刑の言渡しを受けた者については、前項第１

号の規定は適用しない。

○刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第３６条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき

は、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。

但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。

第３６条の２ この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求

をするには、資力申告書（その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれら
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に準ずる資産の合計額（以下「資力」という。）及びその内訳を申告する書面をい

う。以下同じ。）を提出しなければならない。

第３６条の３ この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額（標

準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額とし

て政令で定める額をいう。以下同じ。）以上である被告人が第３６条の請求をする

には、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄

区域内に在る弁護士会に第３１条の２第１項の申出をしていなければならない。

② 前項の規定により第３１条の２第１項の申出を受けた弁護士会は、同条第３項

の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する

裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。

第３７条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附

することができる。

一 被告人が未成年者であるとき。

二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。

三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。

四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。

五 その他必要と認めるとき。

第３７条の２ 死刑又は無期若しくは長期３年を超える懲役若しくは禁錮に当たる

事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧

困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その

請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外

の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでな

い。

② 前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これ

をすることができる。

○更生保護法（平成１９年法律第８８号）

（刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の申出）

第４３条 刑事施設の長又は少年院の長は、不定期刑の執行のため収容している者

について、その刑の短期が経過し、かつ、刑の執行を終了するのを相当と認める

ときは、地方委員会に対し、刑の執行を受け終わったものとすべき旨の申出をし
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なければならない。

（刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の処分）

第４４条 地方委員会は、前条に規定する者について、同条の申出があった場合に

おいて、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、決定をもって、刑の執行

を受け終わったものとしなければならない。

２ 地方委員会は、前項の決定をしたときは、速やかに、その対象とされた者が収

容されている刑事施設の長又は少年院の長に対し、その旨を書面で通知するとと

もに、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければ

ならない。

３ 第１項の決定の対象とされた者の刑期は、前項の通知が刑事施設又は少年院に

到達した日に終了するものとする。

（仮釈放者の不定期刑の終了）

第７８条 地方委員会は、不定期刑に処せられ、仮釈放を許されている者であって、

仮釈放前又は仮釈放中にその刑の短期が経過したものについて、保護観察所の長

の申出により、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、少年法第５９条第

２項の規定にかかわらず、決定をもって、刑の執行を受け終わったものとしなけ

ればならない。

２ 第４６条第２項の規定は、前項の決定について準用する。


